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議案番号 件      名 

提案課名 内      容 

 

議案第６６号 

 

三田市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

公園みどり課 

 

【改正趣旨】 

三田市有料公園の運営評価に関する事項を調査審議する三田市

有料公園運営評価委員会を設置するに当たり、当該条例の一部を改

正しようとするもの。 

 

【改正内容】 

附属機関として三田市有料公園運営評価委員会を設置し、三田市

有料公園の運営評価に関する事項についての調査、審議を行う。 

 

【施行期日】 

  令和５年４月１日 

  

 
 


